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意見等 

の内容 

条例では、「選挙公報は各世帯に配布する。困難な場合は新聞折込みと市役所等での

配布でもよい」となっている。 

このやり方では、新聞をとっていない者は公報を簡単に入手することができない。ま

た、「市役所等で配布」という情報を得る手段がなく、公報を得ることができない。 

情報を得ようとインターネットで検索すると、信用度の低いまとめサイトなどしか表

れず、有権者は間違った情報を入手してしまう可能性がある。 

新聞をとっていない、インターネットリテラシーが低い情報弱者が立候補者について

知る機会が乏しいことは問題があると思う。 

このため、ホームページ上にわかりやすく、おおきなボタンを設置し、よくわからな

い者でも簡単に見られるようにしてほしい。また、スマホの検索窓に「益田市 選挙 

2023」などと入力したら、検索結果の一番上にこのページへのリンクが出るのが理想。 

このことにより、情報弱者だけでなく、広く市民が、簡単に公報を確認でき、信用性

のある情報が得られる。 

  

回答の 

容 

 「益田市選挙公報」等の選挙に関することにつきましては、益田市選挙管理委員会に

おいて執行しておりますので、益田市選挙管理委員長からご回答を差し上げます。 

また、スマートフォンでの検索方法や市ホームページでの閲覧方法等につきまして、

皆様がわかりやすくご利用いただけるよう努めて参ります。 

 

 (益田市選挙管理委員会からの回答) 

 市が執行する市長選挙及び市議会議員一般選挙におきましては、告示日から投票日ま

で一週間という短期間であることから、選挙公報につきましては、これまで木曜日の新

聞折り込みで配布を行っているところです。また、併せて、益田市役所・美都分庁舎・

匹見分庁舎及び各公民館に備付けしておりますが、新聞を購読されていない場合など希

望される方へは、お申し出により郵送による配布を行っております。 

なお、選挙公報につきましては、選挙期間中において市ホームページに掲載するとと

もに、併せて、市ホームページのトップページに市議会議員一般選挙のページを掲載し、

有権者の皆様へ周知を行ったところです。 

また、選挙公報の配布方法につきましては、市広報ますだ８月号、お知らせ放送、市

ホームページにて周知を図りました。しかしながら、選挙公報の情報が届くことなく、

入手できなかったことにつきまして、誠に申し訳ない思いでございます。 

 今後、有権者の皆様が情報を容易に入手できるよう、検討して参ります。 

 

 


